
1,615,000 千円

911,000 千円

10,356,174 千円

事業費

国庫支出金 県支出金 市債 その他 地方消費税 その他

交付金　　　

(社会保障 

財源化分） 

社会福祉 社会福祉総務費 58,413 25,372 517 0 0 6,047 26,477 

総合保健福祉センター費 72,375 0 0 48,600 0 4,420 19,355 

障害者福祉費 2,167,411 968,888 560,749 0 17,596 115,300 504,878 

老人福祉費 108,156 0 761 0 10,215 18,067 79,113 

介護保険費 2,500 0 0 0 0 465 2,035 

児童福祉費 22,327 9,411 5,956 0 0 1,294 5,666 

児童措置費 801,111 550,221 125,034 0 0 23,398 102,458 

母子福祉費 373,004 113,679 26,904 0 0 43,211 189,210 

児童福祉施設費 157,234 27,295 27,295 0 40,453 11,562 50,629 

保育園費 1,727,523 358,254 165,160 12,500 124,597 198,373 868,639 

マザーズホーム費 40,326 0 0 0 3,561 6,835 29,930 

生活保護総務費 23,547 8,707 0 0 0 2,759 12,081 

生活扶助費 1,957,961 1,467,072 46,468 0 0 82,624 361,797 

幼稚園費 176,376 36,546 18,381 0 0 22,579 98,870 

社会保険 国民健康保険特別会計繰出金 553,114 85,787 276,846 0 0 35,413 155,068 

介護保険特別会計繰出金 760,820 38,646 19,323 0 0 130,670 572,181 

後期高齢者医療特別会計繰出金 177,616 0 128,582 0 0 9,116 39,918 

後期高齢者医療事業費 650,208 0 0 0 0 120,883 529,325 

国民年金費 288 240 0 0 0 9 39 

保健衛生 保健衛生総務費 17,145 0 105 0 34 3,162 13,844 

予防費 134,876 925 0 0 0 24,904 109,047 

母子保健費 268,072 24,991 42,518 0 12,574 34,951 153,038 

健康増進費 105,771 1,852 2,833 0 20,632 14,958 65,496 

10,356,174 3,717,886 1,447,432 61,100 229,662 911,000 3,989,094 

　※1　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の額で按分して充当しています。

　※2　表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合があります。

（単位：千円）

区分 財源内訳

特定財源 一般財源

合計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について（令和5年度当初予算分）

平成26年4月から、消費税の税率が5パーセントから8パーセントに引き上げられました。また、令和元年10月からは、食料品などの軽減税率が適用されるものを除き、
8パーセントから10パーセントに引き上げられました。この引き上げられた消費税は社会保障財源化分といい、介護や子育て、医療、年金などの社会保障4経費その他
社会保障施策に要する経費の財源として使用されます。

市の収入である地方消費税交付金についても社会保障財源化分が増収になりますが、令和5年度の当初予算における社会保障財源化分の使途は、次のとおりです。

［歳入］地方消費税交付金の収入額

　　　　うち社会保障財源化分

［歳出］社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費


